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アフリカ知的財産ニュースレター 2017年 9月号（Vol.24） 

 
 

アフリカ：知的財産をめぐる様々な話題 

 
はじめに 

 

本号では、アフリカにおける特許明細書作成能力の向上に日本が関与したこと、マドリッド協定議定

書（マドリッド・プロトコル）に関してアフリカがまだ抱えている問題、モザンビークにおける商標使用意思

の宣言書にまつわる重大な問題、南アフリカの知的財産ポリシー文書に関する話題、北アフリカにおけ

る商標事案の遅滞、といった様々な話題を取り上げる。 

 

 

ARIPO－日本、WIPO との協力関係 

 

日本および世界知的所有権機関（WIPO）は、最近、アフリカの弁理士教育の面で貴重な貢献を行な

った。2017年 9月 4日から同月 8日にかけて、WIPOは日本およびアフリカ広域知的財産機関

（ARIPO）と協力して、アフリカ 15ヵ国から集まった弁理士などを対象とした特許明細書作成講座を実

施した。この講座はハラーレ（ジンバブエ）で開催され、アメリカと南アフリカからの講師とともに、日本か

らは創英国際特許法律事務所に所属する木津正晴 弁理士が講師を務めた。 

特許明細書作成講座の開講式典の席上、ARIPOの Fernando dos Santos長官は、本講座は発明

やイノベーションを保護するための知財トレーニングとして最も有益なものの一つであると述べるととも

に、アフリカにおける知的財産制度の認知度の低さがアフリカで提出される PCT出願の件数の少なさ

につながっているとも語った。 

開講式典において、在ジンバブエ日本国大使館次席の綱掛太秀氏は駐ジンバブエ日本国大使の岩

藤俊幸氏の代理として開講の辞を述べた。知的財産制度はさまざまな理由から必要とされるが、そうし

た理由の一つが日本を含めた外国の民間セクターからの投資を促進することである、と綱掛氏は語っ

ている。 

 日本国政府は 、アフリカにおける知的財産の発展に長年関わってきた。2008年に横浜で開催された

第 4回アフリカ開発会議（TICAD IV）において、日本国政府 は「アフリカ知的財産制度のためのジャパ

ン・トラスト・ファンド」と呼ばれる構想を立ち上げた。この構想は日本国特許庁の支援のもとWIPOによ

り実施されるものであり、その大きな柱の一つが、知的財産分野における教育の推進である。2016年

にナイロビで行われた第 6回アフリカ開発会議の際には、日本はアフリカにおける知的財産制度の普

及啓発に向けて 1000人の人材育成を約束した。本講座はこの人材育成の一環として実施された。 

 

 

アフリカ－マドリッド・プロトコルに関する更なる問題 

 

過去の記事ではマドリッド・プロトコルに基づきアフリカ諸国を指定国とする国際商標登録をめぐって

生じた問題について取り上げてきたが、また別の問題が話題になっている。その問題とは、議定書に署
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名しているいくつかの国が国際商標登録の記録を作成しておらず、国際商標登録の審査や異議申立の

ための公告を実施していないという事実だ。 

では、なぜ国際商標登録指定の記録がないという事実が問題となるのか？我々の見解では、国の登

録機関がその国で登録された商標権の適正かつ完全な記録を保管していないということは、いくつもの

理由で深刻な問題となる。当該国における自社商標の現状を明らかにしたいと望む企業が地域的な調

査を実施し、同国で保護されている商標の十分かつ完全な状態がその調査で判明しなかった場合、そ

の企業は商標の現状を把握するのが困難であることに気づくだろう。企業がWIPOの記録を調査する

ことは可能ではあるが、そうした調査を行うために必要な国際的な商標慣行に関する知識や経験を持っ

ていない企業は数多く存在する。これと同じくらい懸念されるのは、適正な記録がなければ登録機関自

体も、特定の商標の登録適格性や先行権利といった問題に関して判断を下すことが不可能だということ

である。国際商標登録制度が普及するにつれ、地域の記録はますます不完全なものになるため、これ

らの問題は次第に深刻化してくる。その国を指定国とした国際商標登録の公告が実施されていないこと

も、やはり問題である。新規の商標又は出願された商標が公告されていれば、異議申立、取消請求、場

合によっては侵害訴訟によって当該商標の登録に反対しようとする商標権者がいたかもしれないが、新

規出願の告知がなされないことで、そうした行動を妨げられてしまう。 

実務的な観点から言えば、商標の現状を把握したいと考える商標権者は、国際商標登録指定に関す

る記録を作成していないアフリカの国々における商標の現状を明らかにしようとするたびに、WIPOの

公報検索を必ず実施するようにすべきである。 

 

 

モザンビーク－使用意思の宣言書にまつわる諸問題 

 

モザンビークの商標制度の独自な点の一つに、権利者は 5年ごとに商標使用の意思を示した「使用

意思の宣言書（Declaration of Intent to Use ；略称 DIU）」を提出しなければならないという要件がある。

現実の使用を立証する必要はなく、商標権者は商標使用の意思を宣言するだけで良いという点に留意

すべきである。DIUの提出を怠った場合に生じる結果として、登録は引き続き有効だが商標権は権利

行使不能とされ、最終的に DIUが提出される時点まで権利行使不能の状態が続く。しかも、遅れて

DIUを提出する際には現実の使用が立証されなければならない。重要な点を言えば、DIUが提出され

ていない商標登録の取消しを第三者が申請した場合、その登録は当局によって取消されることになる。 

この慣行により、モザンビークに所在する企業が、DIU未提出の商標の登録取消しを申請するという

事態が生じている。その目的は、外国企業の商標（時には周知商標）を手に入れることであろうと思わ

れる。ターゲットになった商標登録の権利者は、そのような事態が起こっていることすら知らない場合が

しばしばある。登録当局が登録取消申請に関する通知を登録人に交付しないからである。 

こうした混乱に加えて、日付に関する不確実性という問題もある。法の規定によれば、国内登録の有

効期間である 5年間は出願日から起算されるのに対し、国際商標登録の有効期間は国際商標登録日

から起算されることになっている。ところが登録当局は、国際商標登録に関する起算日を当該登録がモ

ザンビーク国内で公告された日に変更する旨の告知を発行した。 

それゆえ、商標権者は DIUの提出を非常に重視する必要がある。前に述べたように、商標権者がモ

ザンビーク国内での商標使用をまだ開始していないとしても、DIUの提出には何らリスクは生じない。商

標権者は、モザンビーク国内で自らの商標を使用する意思があると主張するだけで良いのである。しか

し、DIUの提出を怠った場合、それに伴う重大なリスクが、登録の取消しという形で発生し、商標権者は

その取消しの措置を知ることすらないかもしれない。 
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南アフリカ－知財ポリシー 

 

 南アフリカ当局は、実業界と南アフリカ国民の両方のニーズに応える知財ポリシーを目指す取組みを

長期にわたって続けてきた。最新版のポリシー案が発表されたのは 2017年 8月 9日のことであり、そ

れに関する意見公募期間は 2017年 10月 9日までとされている。 

 最新版のポリシー案は、経済成長を促す上での知的財産の重要性を認識し、同国が天然資源に依存

する経済から知識経済に移行する必要があるということを認識している。これとは別の文脈の中で、知

財ポリシーは南アフリカの経済発展戦略の中核的な部分となるだろうと同案は述べている。また、この

文書は、公衆衛生などの問題に関して、知的財産は零細な組織や脆弱な個人をサポートするものでな

ければならないと述べている。また、知的財産は、イノベーションの文化を推進するものでなければなら

ないと述べ、南アフリカの技術と文化を振興させるものでなければならないとも述べている。 

 実務的な措置に関して言えば、この文書は特許の実体審査制度設立の意向を明らかにしている（南

アフリカには常に寄託制度があったが、特に医薬品がらみのコンテクストにおいて、この制度はずっと批

判の的になっていた）。公衆衛生と食品安全性の保護と向上を図るため、南アフリカは TRIPS協定によ

り認められた柔軟性を活用しなければならない、と述べている。また、国内の小規模企業に対する法的

保護を推進するための実用新案制度の利用や伝統的知識の保護に関する記述も、この文書に含まれ

ている。 

 最新版の知財ポリシー案は、2013年に最初に提示された文書とはかなり異なっているが、これは好

ましいことである。近いうちに最終的なポリシー文書を完成させることができれば、それは非常に有益で

あると考えられる。 

 

 

アルジェリア、リビア－商標に関する手続の遅滞 

 

 商標権者は現在、北アフリカの 2つの国で深刻な手続の遅滞を経験しつつある。 

 

アルジェリア：国際商標登録の暫定拒絶に関する提出物への応答を含め、多くの商標に関わる文書の

発行に関して相当の遅滞が生じている。人手不足がその原因であることは分かっているが、審判委員

会（Committee of Appeals）の会合が年 2 回しか行われないという事実もこれと並ぶ原因となっている。 

 

リビア：商標局は商標登録証の発行を停止した。もちろん、同国で大規模な混乱が起こっているという事

実がある以上、この最近の情勢はおそらく同国のそうした現状に即して解釈すべきものであろう。 

 

 

結論 

 

 日本をはじめとする国々の知的財産専門家からの助力や、十分に考え抜かれた知財ポリシーによっ

て、アフリカは最終的には、先進国の制度に比肩するような知的財産制度を手にすることができるだろう。 
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